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はじ めに

一 一 問題と限定

この報告の目的は．ルソン島中部平野の 1村落で築手f
が行なった調査事例（注1）にもとづき， 「緑の革命」の農

民に対する影響の問題を具体的に明らかにしつつ，農民

にとっての意味を考察することにある。

フィリピンで「緑の京命」が始まるのは今から12年前

であった（注む。当初フィリピンにおける新品種普及は，

Jj血制度等制度的要因，機j慨施設の不足等閣場未整備，

あるいは新品種の要請する栽培技術と在来農法の問の技

術ギャップ，等々による制約から多くは望めないとする

見解が一部に存在したが，その予測を破って普及面積は

急速に拡大，全稲作面積に対する普及率は70年代中葉ま

でに6割を越え，平場の水稲作付面積に限ればすでに 7

実1］を突破するtこいたった（削）。この特及率は東南アジア

米作地域のなかで最もitliく，それだけにフィリピンにお

ける「緑の革命」の影響にはすでに広範でかつ深いもの

があると予想される。

事実，過去10年間にフィリピンの食糧生産は籾米で400

万トンから 600万トン台へと 5割以上の増産をみたし，

収量水準も全国平均でヘクタール当り 1.2トンから1.7ト

ン前後にまで改善された。また，稲作における肥料，農

薬使用が普及して全国肥料消費量は60年代中葉に比べて

2.5倍以上に伸びたし｛注4），機械化も小型機械の個別農

家への導入（注5）もしくは大型幾業機機所有者による農作

業請負への依存といった形で大いに進んだ。

これらはいわばマク υでみた新1¥/1純普及成果である

26 

勺め
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が，この度の革新技術を受容して実際に耕作にあたって

いるのはいうまでもなく農民であるから， ここで当然

「縁の革命」と農民の関連が問題とされなければならな

い。これについてもすでにいくつかの調査報告がみら

れ，｜緑の革命」に伴う「農民化」の進展（注6），つまり農

民行動パターンの変化とか， X小作の発生，地主小作関

係の；重層化といった農地保有制度の変化，農村の労働雇

用制度の変化（注7），等が指摘されている。 d ただし，これ

らはL、ずれも革新技術の導入とそれに伴う十分な収量改

善を前提とした変化，動向であって，地域的にみて濯統

等新技術導入に有利な条件を備えた場所での事態の展開

のように思われる。

しかしより一般的には，政府のテコ入れもあって新技

術は普及したものの，それに伴う生産諸経費箸増に見合

うだけの卜分な収量実現がみられないことから，農民の

多くが泌乱に陥っているというのがむしろ実情であろ

う。凶際稲研究所が1974年かん新品種栽tf'i-における高収

量実現制約要因分析に取り組んでいるもそのためであ

る（注8）。したがってこの報告では，そうした現状認識に

立ってまず新品種普及過程，それに伴う農民の所得，生

活状態の変化を検討し， 「緑の革命」の受益者がだれで

あり，その農民にとっての意味が何であるかについて考

察を加えてみよう。

なお，ここであらかじめ本報告の制約もしくは限定に

ついて法干述べておかなければならない。第1点は問題

設定に関してである。従来フィリピンの農業生産力展開

を阻んできた基本的要因はその土地制度に求められてき

たが，高収量新品種に代表されるこの度の技術革新は，

上述のような目覚ましい普及進展からして土地制度の制

約を突破したかにみえる。だとしたらそれを可能にした

要因は何であったか，現在実施中の農地改革は新技術の

持及にいかなる影響を与えたか，地下Aは：「緑の革命」に

どう対応しつつあるか，といったJ札つまり「緑の革命」

と土地制度の関連の分析がここで；FTiJ欠となる。本稿で
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設定した問題とこれとは相互に密接に関連していて本来

別々に取扱うことはできないが，ここーでは紙数の制約等

からとりあえず農民の問題を中心に検討することにし，

土地制度については必要最小限の言及にとどめることに

した。

第 2fこは，ここで取り上げる事例が非港紙地域に位置

することからくる昔話約である。新品種の収量実績が水利

施設等国場条件の差異に大きく左右されることは周知の

とおりであるが，ために以下で提示する調査事例が瀧瓶

地域のそれと比ぺてかなり異った立ち現われ方をしてい

る部分が当然ありうるであろう。この点は事例解釈，

その意義づけにあたって常に配慮されなければならな

い（注9）。

最後に，以下の議行で村落内部の階層廷を＇＇： ifi1視野の

外に置き主に村全体を －！＆ して取扱，〉たことからくる制

約である。そうした取扱いかをした潔由は，追ってゆlら

かになるように， ー緑の革命jのjJ!li認で新たに登場した

村落外部のー勢力（後述のl陥業エリー l」）と農民の関

係が付内階層差にもとづく J}'l,氏川庄の問係よりも稲｛↑経

常，良民生活に対してより規定的であζ〕と考えられるこ

と，したがってそれを際立たせるという.n:rx1からである。

しかしその反面で‘かつて指摘したこの村ーの最大の特徴

と考えられる重層的階層構成のその後の変化過程（itlOJ,

「緑の革命」に伴コて新たに進行しつつある農氏層内部の

階層分化の様相が背後に題されてしまう結果になった。

この点についても将来稿を改めて論じられなければなら

ないであろう。

(it' 1) フィーノレド，ji/J/1:は1970>f.1 JJから 2月にか

けての約 1カ月間を皮切りに， 1974年 3JJ （ポJ2週

ll¥J), 1977年lOfJから78＜ド lJj末にかけとの 3カn間の

つごう 3回実施された。なお， g高1回目と 2旧日の調

査結果は下記十こ報告済みである。

拙稿「中部ノシソンのハジエンダ・パリオ rーーヌェパ

．エシハ川サン・アンドレス村の事例一一」（『アジア

経済』第13巻第 9号， 11号 1972年9月，11月）。拙著

A. Hacienda Barrio in Central Luzon，アジア経済

研究所 1974年。拙稿「ブイリピン戒厳令下の農地

改革とその農民，農村社会への影科J（『アジア経済』

約15巻第10号 1974年lOJl)o

01: 2) 同際稲研究所が稲の尚収滋品種 IR-8の育

種に成功したのが1966年，当持深刻jな食糧問題を抱え

ていたフィリピン政府古川、ち早くこの新品種原種50ト

ンをもらいうけ，別途園内で開発されたBPI -76, 
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C-4を力llえて奨励品種とし，その積極的評及にのりだ

したのが翌1967年であった。

(it3) 農業天然資源省農業経済局公表データによ

る。ただし，同データは作付面積の代わりに収穫面積

を月lいているため普及率が多少高めになっている点を

あらかじめ断っておかなければならない。

（注4) FA  O，肥料農薬庁等の公表データによる。

(/1: 5) 日・ダブらの調査によると， 60年代前半の

WI .t，；、機販山台数は年平均 251台であったが， 66年から

76句までについては年平均3691台と15倍近くに増大し

ている。 Juarez,F. and B. Duff，“Changing Supply 

and Demand Patterns for Power Tillers in the 

Philippines" (IRR! Agricultural Engineering De-

partment Paper No. 77-03), 1977. 

( /J: (-i) 高橋彰「技術進歩・農地改r,:・良民化一一

中部ルソン農村の変作一一JC『アジア研究』第20巻第

日り 1973'4：）。

（パ 7) 菊池貞夫「フィリピン農村にわける制度的

変化ーーラグナチM1米作農村の事例分1Jr-JC『農業

総｛，研究』第32{!!/;1'~ 3 ,J- 1978年::iJJ〕。

(r-1：：日〕 R・ハーカーらによると，現実のCk家レベ

ノレにおける新品積と私来種の収量差は漣概回で18%,

＊－水lllで9%にすぎないということである。 Barker,

R., et al，“Constraints to High Yields on Philippine 

Rice Farms, 1974-76”（Working Paper 6, prepared 

for the Fifth IRAEN Workshop, Nov. 12-14, 1976, 

Y ogyakarta, Indonesia). 

0:t 9) フィリピンにおける穣i白地・，w縫l1lf地域の

規定は， jc来さして厳密ではない。灘i既の純翼民には国

営大規模河川涯瓶を筆頭にコミ ι 十ノレ・システム，ポ

γプ港紙等がみられるが，国営河川港紙を除けば通年

濯慨が可能なものはごく限られる。したがってここで

は，国常河川譲渡に含まれるか否かでもって濯甑・非

穆瓶地域区別のメルクマーノレとしておこう。なお，国

営河川濯甑地域は国全体で現在60万ヘグターノレあまり

でしかなく，これがすべて水稲作付地をカパーしたと

しても機波面積率は 2割弱にすぎ‘はい。したがって，

この戦行事例が非濯i既地域のそれであるといっても，

それは特殊事例どころかより一般的であるとさえいえ

る。

〈注目〉 以前この村でみられた重層的階層構成は，

農地改革との関連で叉小作が全面的に消滅したことか

ら大きく変化した。
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Ⅰ　「緑の革命」の進展
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タスンデッ調ずfj也のイ第 1関

（第 li表参照）。農家は全て小作人で小作料はヘクタール

、，，，り 9カバン（注I），彼らの耕作する水凶i両積は約240ヘ

クタール，平均耕地面積2.Bヘクタール，規模別には0.5

かム10ヘクタールの聞に分布する。第2表によって1970

{Fと比較すると， 10ヘクタール以．上騒が消滅して規模階

栂涯が縮小したようにもみえるが，この間経営地のない

農民の数が大きく憎えたととを合せ考えると，階府差は

むしろ拡大したとみられる。

1. 高収量新品種の普及

過去10年間にこの村で起った最大の変化といえば，や

はり新品種持及とそれに伴う諸変化であった。

新品種が初めてこの村に導入されたのが正確に何年で

あったか定かでないが，静及の重重要なきっかけとなった

のはギムパ町土地改車事務所が60年代末に組織した二つ

の普汝計画であった。つまり， 1969作物年度（注2）の乾期

作に実施された穂子殿殖計画（RiceSeed Multiplication 

Project）および1970年度雨期作から開始された協同営幾

百I・凶（CooperativeFarming Project）である。阿計画に

おいて，参加l農民は政府の対農民融資を優先的に与えら

れ， J.;ll;業普及員の技術指導のもとに新品種の殺tl}を行な

づたの実はこれが，調査キ！のあるハシエンダ内で地主の

「紘の革命jの進展

調査村サン・アンドレス村は，ブ fリL＂ン長大の渡来

J也幣， tjl音11ノレソン平野のq，央部やや北寄りに｛i'，：院し（γ

二ラの北方159ご干ロメートノレ），行政的には米どころヌエ

パ・エシハ什｜のギムパinrに服すて第 1間参i！的。この辺り

には数百ヘケター／レにも店主ぶ米作ハシエングが多数みら

れるが，調君主村の場合もこの地方法大の 1ハシエンゲ

（約4000ヘクタール）に合まれる14カ村のうちの aつで

あって， I基地も宅地も全て地主の所布切である。 1977年末

現在村の戸数は 125戸（うち経営地をもっ農家9st,,mを
業労働者世帯 20）τ，その他7戸），人Il 658人からなる

総業：別家族構成とその変化

( ljif立．戸）

1977年12Jl

98 ( 78. 4) 

20( Hi.O) 

7 ( 5.ti) 

125 (100.。）

務 l霊長

泊、ソニ l付ftノミーセント。

蹴 叫
i,，：現p、

農業労働資計千！？

その他

fl' JI‘ 

J[i'主 業

（注）
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第 2 表 然科地肌似 7Jlj1/,/ ）！比とその変化

経営地足以

れ，，；：「地。し

0.99haJXド

1.00～1.99 

2制）～2.99

3.00-3.99 

4.00～4.99 

5.00～6.99 

7.00～9.99 

lOha以 _j.

1970 'I・ 

9( 10.1) 

8 ( 9. 0) 

28( 31.5) 

24( 27.0) 

5( 5. 6) 

6 ( 6. 7) 

4( 4. 5) 

2( 2. 2) 

4( 4. 5) 

数

1977 ＂ド

20( 17.0) 

8( 6.8) 

39( 33.0) 

21( 17.8) 

13( 11.0) 

8 ( 6. 8) 

5 ( 1. 2) 

4 ( 3.4) 

0（ー ）

経世f地面積（ha)

1970年！ 1977年

4. 75( 2.1) 

37.15( 16.9) 

50.00( 22.5) 

15.25( 6.9) 

25.50( 11.5) 

23.00( 10.4) 

16.00( 7.2) 

50.00( 22.5) 

4.35( 1.8) 

53.05( 21.8) 

49 .00 ( 20.1) 

40.50( lfi.6) 

34. 66 ( 14. 2) 

26.25( 10.8) 

35.84( 14目7)

89 (100. o) I 118 (100. o) 221. 65 (1伺 .0) 243.68(100.0) 

Cil〕 かっこ｜句［土ノζーセント。

承諾を得て実施されたために，この村の農民の一部にも

1,,J上計画に参加する機会が与えられた。したがって第 l

回目の調査時には村内農家の約九割に相当する23農家の

問ですでiこ新品種栽情がみられたのである。ただし，当

時；土宋だどの農家も試験栽Jfrの域をHlず，経伝地の大半

には在来種が作付されていた。ために商積でみた新品種

普及卒i土1割程度にすぎなかった。当時新品種普及率は

全国ですでに4害1Jに達していたから，それに比べるとこ

の村の場合かなり遅れてかたことになる。しかし，当時

l士主に国営濯統地域を中心tこ新品種普及が進んでいたわ

けで，非濯統地域の普及率がそれを下回るのは普通であ

った。

ともあれ，こうして始まった調査村での新品種栽培は

その後漸次進展し， 1977年の調査時までに村内全農家に

普及，栽培函積もほぼ全作付面積に広がったc その模様

は誘査村における年度J.llj.品種別栽培頻度を示した第 3

表にみられるとおりである。 1970年度ごろには未だ圧倒

的比重をも ωヲていた在来種が， 7年後にはすでにほぼ全

而的lと新品種に主りとって替られた。同表では1970年度

かん77年度までの間の経緯が不明であるが， 74年に再度

この村を訪れたH寺の印象では在来種の病虫害抵抗性が農

民の問で大いに見直されてし、たことは確かである。した

がって，も•）と在来種が残ったとしても決して不思議で

はないが，現実にはとのよろに相当徹底した新品種によ

る和条種持続遂が起ったわけであるのなぜそう tr.. Pたかと

いう疑11司が二三で九烈？Iiiてくるが， ：れは後｝，tされるよ

うな政府の対奥民融資と深く関係しているとJ山）れる。

前3表でいま一つ注IJされるのは，最近人気品種の寿

命が著しく無くなってきたように見受けられる点であ

る。 1,n去によると1970年度の人気品穏はBE-3，インタ

ン（Intan），ラマディア（Ramadia），ラミナッド（Rami-

nad), ；－コレ・マス（TjereMas）であるが，これらは50

年代末かんの政府奨励品種であるからこの村でもすでに

数年間以上栽栴され続けていたと推察される。とれに対

して般近は人気品穏が 2～3年も経たないうちに移り変

っている。たとえば， 1977年度雨期作で人気のあった

I R-20, 26の阿品種は続く乾期｛乍および78年度雨期作

には IR-28, 36にとって替わられ， さらに新らしく I

R-32, 38が次第に人気を博しつつあるように見受けら

れる。 なお， I Rー制， 40といえば文字通り最新の改良

！日1種であるが，これらが78年度雨期作にすでにこの村で

栽陥されてu、る点は注目に値いする。

こうした人気品種の短命性および最新品種導入は，

ゥには最近毎年繰返されるようになった稲の病虫~t発生

の問題， U、ま一つは改良新品種が毎主f晶しかも複数で出必I 

るというn1，今の改良品種供給事f青に大いに関係するとj

われる。ある年にある人気i品種が大々的に病!.U＇＆の被告

をそけたとすれば， 1,,J一店1種を次if）支も作付けするのH

iた伐の心理としてかなり抵抗のあるところであろうのか

か不幸か最近では毎年改良品種が新しく出回るから，多

少t'I:用力＇:i＇；分にかかるとしても農民が新しいものに飛び

っくのは無理もあるまし、。人気品種が短命になる所以で

あり，同時に般車1r,W1種がみられる斑向である。
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農作業別雇用労働力依存度の変化（%）務4表第3表 年度5)1]・品穏iリ栽培頻度の変化
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散布用l噴霧機は40台もみられるようになったのである。

滋概ポンプ導入の結果，従米地主に全面的に依存してき

た水利泌慨が農家の私設濃概に変わり，二期作而積は

13.5ヘクタールから35ヘケターノレへと 3倍近くも前え

た。また機械カ依存の進肢はとくに耕転作業において目

覚ましく，第4炎fニ示主れるごとく，機械耕比率が1970

午！をの19.3%から78年度には70.2%へと高ま d 》てし、る。

つまり機械耕対牛耕比率が2対8から 7対 3と逆転する

？主でになった。ただしこうした傾向のなかで脱殺と

運搬作業においては機械カ依存とは逆に手脱穀，入手ま

たは年京を使った運搬－／）i－晶般化するという正反対の現象

が観終されるが，これは実は地主が1972年の農地改革令

に低抗して従来からやって会たハシエンダ、内での水平I],

脱穀，巡搬サービスを一方的に伴止したことに帰閃す

るげt4）。

~）12 に雇用労働力依存の全般的高まりである。 m-1 去

でMトIJ労働力依存低｜＝がみられるのはわずかに連搬作業

だけであって，他の作業項目では：全て朗力l!Rfl向にあるの

とりわけそれが阪新なのは耕起作業であ什て， tを耕比率

ii:27%/J、「》7；切らにU/.1.·n 、~＇.， η とjtUl'ttl分i't'~ ，.こはやl"r＇す

桃転機（'f;fi終＇if.が他的）！？求。）ノk川をi'{耕していることに

も関係するが，より基本的には村外のトラクダー質製l：業
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2. 耕作法上の変化

新品種がこうしてかなり徹底的に静』えしたのにfl'.い，

付金体としてみたJ;!;i命耕作法上に幾つかの大きな変化が

泌められるようになった。第 1に水稲耕作過程における

機械力依存の前if宝りである。それは A つには燦家の機械

保有状況のそfl：とtr・〉て士見われた。つ！主り， 1970/f.に2

｛？ しかみじれたか叶允irl：利川ボン f(t77イF:t・c-に44f,f.こ

j内え1/13I句 トリクゲ…l土J店内日人の1i/r{j十ぷ q,m14怖のみ

だ》たのが新たに耕転機日台が力IIわって合，i¥-6台， j良薬
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？？による賃耕請負面積が大きく拡大したことに原因す

る。これら賃耕業者は大型トラクターとともに大型動力

脱穀機を所有していて脱穀作業の請負も行なうのが普通

であるが，これら農作業請負業者への依存がこの村の場

合耕転作業で44%，脱穀作業で50%と著しく高い（第4

表参照〉。さきに指摘した農作業の機械力依存の高まり

も，実は農家自身の機械化によるよりもこうした請負業

音への機械耕，機械脱穀依存という方向でそれが進展し

ている点は注目しておかなければならない。

第3に耕作法の改善である。過去数年間に起った大き

な改善としては，栽培種子を購入に依存する農家が全体

の4割もみられるようになったこと，田植における正条

植が9割近くに普及したこと，手除草または手押除草機

使用に代って農薬を使った除草が作付面積の 9割以上を

iiめるようになったこと，肥料使用量が70年l支のヘクタ

ー／レ当り平均2目6袋から78年度には4.5袋に培えたこと，

等である。これらはいずれも新品種普及にあたって政府

の農業普及員が指導してきた点と一致する。もちろん肥

料，農薬使用にしてもその使用H寺期，使用の仕力，等々

に関して適切な方法が農家の聞に十分浸透しているかど

うかについては定かでないが，大まかには大体新品種栽

焔に必要な技術改善の方的jでこの十！の耕作法I没者が大I,• 

に進んだとみて差し支えないように忠われる。

3. 政府の対農民融資

高収量新品種とそれを支える技術が著しく貸用集約的

であることはこれまでによく指摘されてきた。事実，さ

きにみた調査村での耕作法上の変化はどれ一つをとって

も農民にとって出費のかさむものばかりである。ごく一

部の上層農家を除けばおよそ営農資金等皆無に等しし、こ

の村の農民の聞に，新品種栽培がかくも徹底，普及した

のはなぜであろうか。

これには政府の農民融資政策が大きな役割を果たして

いるように恩われる。新品種普及開始、立初の政府施策

は，既存の農協（FaCo Ma）を窓口として政府融資を新

品種栽培農家に優先的に貸付けるものであった。 1960年

代末から70年代初めにこの村の農民が借入れたのがそれ

である。

1970年代に入 p てからの農協運営の全国的不振，）JI！え

て72, 73年度と 2年連続の不作による食糧生産の落ち込

み，新品種普及の先行き不安等から政府は改めて食糧増

産のためのマサガナ99,l十阿を作成，日空協に代》てフィリ

ピン国立銀行，農村銀行を主要窓l！として1973年から積

極的に対農民融資貸付けを開始した。対象はもちろん新

研究ノート

第5表 マサガナ融資借入状況（1978年1月23日末現校）

項 円 5)1] I 1974～年76年度 I191s年度

融資併入農民数 I 89 I 83 

融資対象団関 (ha〕1 161 I 153 

融 資 額 （ ベ ソ ） I 194,117 I 1ss,147 

融資返済額（ベソ）｜ 103,sn I 74,899 

融資未返済額（ベソ）｜ 90,ss3 I 133,21s 

融資返済率（%）｜ 53.ぉ｜ 39.81 

on ，~＇.u長常及品地方事務所の記録より。

品種栽培農家で，融資額の50～60%は肥料，農薬代とし

て現物支給される（註5）。第5表に示されたように調査村・

においても76年度までに延べ89人の農民がこのマサガナ

・ローン借入れに成功した。しかし，年々繰返す病虫害

あるいは台風等による不作のためにそれまでの融資返済

がことごとく滞り，ために翌77年度には村内農家のいず

れも融資借入れができないという事態となった。これは

全国的傾向であって， 1977年度のマサガナ・ローン貸付

はそれまでの年平均貸付額（約9億ぺソ〉の5割を割っ

ている（注6）。その結果同年度には全国的に肥料，農薬消

費量が減少，食糧生産の伸びが鈍化したといわれる。調

査村でも！riJ年度の施肥量はヘクタール当り 2.5袋と70年

度当時の水準に務ちている。

そこで政府は， 1978年度の融資貸出にあたって新規貸

付条件を，それまでの融資全額返済から未返済額の20%

相当分返済にまで大きく緩和した。その結果この村の農

民の多くは， 78年度雨期作開始前に肥料商人にまず末返

済額の20%相当分を立て替えてもらい，銀行にそれを返

済して新境融資を受け，その中から商人の立て替え部分

を返済して肥料，農薬を購入した。

こうして78年度には村の農民の85%に相当する83人が

マサガナ・ローン借入れに成功，その借入額は約四万ベ

ソ，籾米に換算すると4090カパン相当であった。これは

同年度雨期作の経常投入経費総額の78%に相当する。つ

まり，調査村の大方の農民は，肥料・農薬代，種子代，

土井起・整地賃耕代，田植労賃費，収穫労賃費の 8害1］をマ

サガナ・ローン借入れによって賄ったことになる。

？産税ポンプ，耕転機導入においても事情は同様である u

政府は1966年から農業機械化のための借款を世銀から受

けフィリピン開発銀行を通じ農民に貸付けているが，

1970年以降にこの村で農業機械を購入した農民のほとん

どが，全面的にこの機械化ローン借入れに依存したもの

であった。
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Ⅱ　農民所得の変化
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このようにみてくると，調査村における新品種普及と

それに伴う耕作法上の変化は，結局政府の対農民融資に

負うところがはなはだ大きいことが判明するように思わ

れる（注7）。

Cii' 1 ) カハンは穀物の容社単位で， 1974＇＜［＇ーから公

式には lカバン籾米50キロとなっているが， J,'＼村で』i

従米通り44～46キローである。

(i主2) 1969作物年度は1968iド7Jjから69斗＂6J Jま

でのj切1::iをrnI。以下本怖で，yl支といった場合この「卜

均年度を指すことにする。

Ci主3) これら滋瓶ポンプは大体口径4～5インチ

もの。市期間の早舷に対してはともかく，乾則fドの濯

滋はこれらポンプ 1台で1.0～1.5ヘクターノレが限度の

ようである。

（注4) この地方のハシエンダ地主は，従来幾1重｜内

に水利施設tピむち，大型ト Jクター，大型！動力JJ見紋機，

i<l!J鍛Jjjトラック＇： f,c＇を ri/i有して水利サドピスから制LI'九

IIH!!', il!搬匂v')-iJ－ーピスをf'k供，各＇t'i川；Jを小fF人の

収終；十とのなかかム徴昔、するのが習わしであった。

Ci主5) 農業普及品ギムパ地方事務所で得た伯#1,lに

よゐと， 1978年度の融資傾はヘクタール＇＇ Jり1236ベソ

ミその 1月！？〈けはド，Uのとおりである。

融行者fHベノ）

[f'J沢；

1236 (100. 0) 

天引き部分（村議；組合納付金） 36( 3.0) 

))l 4tJ支給分（11町、'i,t-i薬，殺鼠剤代金分） 710( 57.4) 

J:l/.金底分（穂子その他経費） 490 ( 39. 6) 

Cit: 6〕 l叫！衣食事ilJl主業評議会（NFAC〕の年次報

tiより。

(ii' 7) 1974，ドIiから77iJιはまで.；) ，ザガナ・ロー

ン貸付総額は35lli：へソ，年日i]f.l:'.J7～日［なへソ C1 fXI 

ドノレ以 l：）という也大な鎖に注している（TimesJour-

nal, 4 January 1977）。したがっとi州政対象1(1ifl'fは年

'i 均約 100又jヘクターノしに及ぶが， これはフィりピン

全11'1hfil'I' tf1i h'i (!) 3分V)l , Ji 111/1種flH 1f1i WvJグJ i と2

うf'rJ)1：ご州、ゴナミムe これかつも新，＇ 11'1f,f('J'ff反における政

！白川！ftの品u引IV）大J2＇が知れよう。

1I 農民所得の変化

誠査宇jにおける新品種普及はこれまでにかなり徹底し

て夜来事量を豚；をし営tu没訴も大いにiit/，ノだご止はさき

に孫：必したとおりであろのしたが.' ( ）；巴］（ J~ii与の I.:.にも

''i然大きな変化が起こ J ，たであろうと子想されるが，次
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ぎにそれを検討してみよう。

1. 重量家手閲取りの減少

この村の農家はほぼ全面的に稲作のみに依存する米作

農家である。しかもそれらは範鳴的に小農であるから，

ここで当商問題となるのは厳密な意味での経営収益では

なく，総収穫量から諸経費支出を差し引いた残余のいわ

ゆる農家手間取りであろう。

第6表および第7表は，調査村全体の稲作経費支11＼と

農家手間取りを1970年度と77～78年度についてそれぞれ

推計したものである。両表において諸経費は全て収穫直

後の農家庭先価格により籾米換算されているが，これは

両期間の通貨変動に伴うデフレートの問題を取り除き両

者を直接比較できるようにするためであった。また，

1970年度には村内に又小作地がかなりみられたために定

額小作地と又小作地（分益小作〕を別々に集計したが，

1977～78年度には又小作地はなく全て定額小作地であっ

た。なお，同推計にあたっては可能な限り農家から聴取

した生のデ｝タ集計に努めたが，費用項目によっては全

面的推計に頼らざるを得なし、ものもあった。ために全体

としてあくまで推計の域を出るものではなく，したがっ

てこれら数値はそれを足場にさらに詳細な分析を行なり

には誠に不十分である。にもかかわらずここから大まか

な似向を読みとるのには全然差し支えないと考えられ

る。

同上2表によると，村全体でみた収穫量に対する農家

手間取りの割合は1970年度に35%であったものが，新品

種普及後の77～78年度には11%へと大きく低下してい

る。絶対量でみても3000カバン近くから1400カバンへと

明らかに減少したことがわかる。もちろん個別にはこの

間三f－間取りが消えた幾家もあるかも知れない。しかし，

だとすると他方で手間取りが皆無かマイナスになった農

家の存在を想定しなければならない。ともあれ確かなこ

とは，新品穐が栽培され営農改袴が進んだ後に大方の f’

想を裏切って農家手間取りはむしろ減少するともほとん

ど附えていないことである。とれば農民にとって誠に深

刻な事態というほかあるまい。そこで，何故かかる事態

が芯：さ起こ ::s.rtたかが／1¥JわれかttA1Uならな十。

2. 生産諸経費の箸塔

吟えられる係国の…J コは， tfr品種普J立f＆の稲fl斗：h産日

経費の著しい増大である。第R表は第6表の定額小作概

ど司； 7表のft計欄を取り HIして諸経費の収穣最に対する

:,i;:rJ{;-iを比較したものであるm110 JY.J表によると， 70年度

と77～78年度の聞に収穫に対する経費支出割合が低下
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第 6 褒 稲作生産経費および農家手間取り錐計： 1970年度雨期作

（単位：カバン〉

ぷL斗' E十 定額小作地 分主主小作地

直帆喜 家 数（戸） 78 

作 付 面 積（ha) 206.5 186.0 20.5 

税i 収 穫 最 8,3日.0(100.0) 7,750.9 (100.0) 607.1(100.0) 

諸経費合計 a) 5,421.5 ( 64. 9) 4,948.4( 63.8) 502.1〕( 82. 7) 
帯主 子 b) 165.2 148.8 〔16.4
1巴 料 cl 743.8 668.5 75.3〕
農 薬 d) 74.4 66.9 7.5〕
濯 1既刊 155.0 155.0 
耕起・整地 f) 233.9 233.9 
前 * 

ね g) 110.8 97.9 12.9 
阿 相自 h) 276.8 244.8 〔32.0〕
収穫：

歩 メ口込 制 i)

5青 負 制 jl 260.8 248.8 12.0 
機械脱穀kl 334.3 310.0 〔2准.3〕

i軍 搬 l〕 69.8 64.8 5.0 
手lj 子ml 603.2 561. 7 41.5 
雑 費n〕 619.3 557.8 61.5 
資本コスト 0〕

i乍 平：fp) 1,774.1 1,589.6 291.1 

農家手間取りが 2,936.5( 35.1) 2,802岨5(36.2) 105.0( 17.3) 

J可均収麓（ha当り） 40.5 41.7 29.6 

平均経費（ 26.3 26.6 24.5 

平均手間取り（ II 14目2 15.1 5.1 

平均予間取り（農家出り） 37.7 

Ci主） か J こ内lよノミーセント。〔 〕内は小作地叉貸人と文小作人の間の折半。

a) 経費tI以穫箇後の農家庭先価格（カパン当り 16ベソ〉によりすべて籾米換算。 b) 播種盆はha当り0.8

カバン。 C) PR索と配合肥料（12-24叩 12）の投入比率は 1対2o d) 空襲楽代は肥料代の10分の lと想定。

e) 水利fltはha当り2βカバンo 潜在主凶績は村内農家の耕作面積の約%。 f) トラクター貸耕料はha当り60

ベソ，小水による場合ha当り耕起30ベソ， !¥'i地作業40ベソ。 g) ha当り 10ベソo h) ha当り25ベソ。

i ) 歩合制による収穫なし。 j) ha±:iり30ベソ。 k) 脱穀料は脱殺された籾100カパンにつき 4カバン。

I ) カパ γ当り0.2ベソ。 m) 年r:n本lj－｛・ 率25%と想定。 n) ha出り 3カバンo 。） ネグりジヅノレo

P) ha当り 9カパン。ただし，遣を配人の場合5カパン。なお，定額小作地欄の小作料は地主に対して支払われ

たものであるが，分益小｛午地｛測のそれは小作地文貸人に対して支払われた分を含む。問者の合計が合計欄と一

致しないのはそのためである。 q) 農家手間取り合計。

したのは運搬基金と小作料だけで，他の賛同では全て増大

している。とくに経費支山割合が最も大きく J:・.'1干したの

は肥料・農薬代で， 70年度の 9.5%から77～78年度には

2:J%を11iめるまでになったのつぎに大きいのが港紙ポン

プと耕転機の年賦償迷分からなる資本策用で 7%，さら

に銭緋依存が進んた耕起・整地作業費（8.0%から7.3%).

港縦資（2.0%方、ら4岨3%）等＂（＇ある。これらがいずれも機

械カ依存のおまり，近代的投入増加の結果であることは

いうまでもない。その結果経費支出合計は金収穫の!:i5%

からなんと90%近くを占めるまでになった。こうした経

費支出割合の急増が農家手間取りの減少を導いた直接の

原悶である。

3. 収盤改替の遮れ

ところで，生産諸経費が増大しでもヘクタール当りの

収量水準がさらに大きく改善されさえすれば，農家手間

取りは総収穫に対する割合でよしんば下ったとしても絶

対主主ではなお僧加するはずである。ところが現実tこは，

さきにみたように絶対量でも半減しているわけであるか
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ffi 7喜美 稲作生産経費および農家手間取り推計： 1977年度乾期作および1978年度雨期作

（単位：カバン〉

合 言十 1978年度雨期作 1977年度乾期作

f量 家 数（戸） 98 98 49 

｛乍 付 面 積（ha) 262.8 227.8 35.0 

籾 収 穫 量 12,611.0(100.0) 10,619.0(100.0) 1,962.0(100.。）

諸経費合計凶 11,244.3( 89.2) 9,872.2( 92.7) 1,372.1 ( 69. 9) 
種 子日 262.8 227.8 35.0 
HE 料 c) 2,052.3 1,714.7 337.6 
重量 薬 dl 862.0 720.2 141.8 
濯 1既el 546.1 157.5 388.6 
耕起・整地 f) 925.8 916.7 9.1 
商 束 ねが 127.1 115.5 11.6 
田 前自 h) 619.0 561.0 58.0 
収穫：

歩合昔話。 508.4 419.4 89.0 
請負制 j) 297.2 297.2 
議械 脱穀k》 268.5 268.5 

選 搬］） 54.0 54.0 
荊］ 子ml 1,138.5 942.1 196.4 
雑 費nl 788.5 683.5 105.0 
資本コスト心 878.3 878.3 

作 料pl 1,915.6 1,915.6 

農家手間取り q) 1,366.7 ( 10.8) 776.8( 7.3) 589.9( 30.1) 

平均収量（ha当り） 48.0 46目7 56.1 

平均経費（ II ) 42.8 43.3 39.2 

平均手間取り（ II 5.2 3.4 16.9 

平均手間取り（農家当り） 13.9 7.9 12.0 

〈注〉 かっこ内はパーセント。

a) 経費は収穫を後の庭先価格（カパン当り46ベソ）によりすべて籾米に換算。 b) 隣人種子の価絡はカパ

ン当り平均70ベソ。全村使用種子主主の泌が購入種子であったと想定。 c) 尿索と配合肥料（16-20-0）の投入

比率は2対 3o d) 農薬代は普及品の奨励基準にもとづき肥料代の42%と想定。 e) 漉甑ポンプ燃料費

と賃借料。 f) トラクター，耕転機貸耕料はha当り250ベソ，水牛の場合ha当り耕起60ベソ，整地80ベソ。

g) ha当り25ベソ。 h) 正条植はha当り125ベソ，乱雑植は105ベソ。 i ) 労働者取り分比率は刈取りプ

ラス脱穀の場合対～%，脱穀のみの場合%。。 j) ha当り 130ベソ。 k) 脱穀された籾100カバンにつき 5

カパン。 I ) カパン当り1.25ベソ。 m) 年間利子$20%と想定。 n) ha当り 3カパ γ。 o) 耕転機

1台12,000ベソ，濯瓶ポンプ8,000ベソ，耐用年数10年として推定。 P) ha当り 9カパン。 q) 農学手間

取り合計。

ら，より基本的原因はやはり収量改善の遅れもしくは不 これは数年から10年前後の期間の収量改善として緩やか

十分さに求められなければならないであろう。 どころか飛躍的とさえいえる。しかし，なおかっこの程

この村のヘクタール当り平均収量は1970年度に40カパ 度の改善では諸経費支出増大に十分見合わないというこ

ン（1.76トン）であった（第6表参照〉。 1977-78年度に とであるo

はそれが48カパン（2.21トン〕に増えているから，この 新品種の高収量潜在能力は，当初，ヘクタール当り

間の収食改善はざっと25%ということになる（第7表参 8～9トンといわれた。最近国際稲研究所が実施した農

照〉。新品種普及開始前の60年代中葉におけるとの地方 家レベルでの試験結果でも乾期作で5～6トン，雨期作

の収量水準は35カパン（1.54トン〉程度と推定されるが で4～5トンの収穫はかたいようであり（注3），現に個別

（注2），そこに基準年次をとれば実に50%の改善子である。 農家で5～6トンはおろか7～8トンもの高収監実現の
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事例はすでに多々報告されている。その程度の収量があ

れば，経費が少々かさんでもなお十分な農家手間取りが

大ャに期待されるわけである。

とするとやはり調査村の収最改持は誠に不十分という

ことになるが，それはこの村の特殊事情であろうか。第

2図は調査村のあるヌヱパ・エシハ州全体の過去14年間

の稲作収量変動を作付期自lj，濯j慨・非濯概田別に示した

ものである。何回から明らかなことは，（1）調査村の収量

水準は，非濯i飯田雨期作をとってもまた乾期作をとって

も州平均と大差なく‘したがって決して特殊ではないこ

と，（2）収量；は乾期作，滋紙同雨期w，非濯瓶田雨期作，

畑地稲作の順で低下するが，畑地稲作の場合を除くと州、｜

平均は大体2 トンから 3トン程度でしかなし、こと，（3)60

年代末以降平均収量の年変動がかなり激しいこと，の3

点である。

高i奴量実現の偶)31］事例は村内でもみられるが，にもか

かわらず平均をとると収量は未だ2～3トン程度と決し

て高くないのはどうしてであろうか。これには二つの理 2.0 

曲が考えられる。一つは病虫害発生である。 1972年度に

中部ルソンで大発生したトゥングロ病は，その後各地で

ほぼ能年繰返し発生しているし _l&j庄はそれ以外の病気

発生も後を絶たない。これは新品種幹及に伴う農薬大量

使用により自然界の生態学的均衡が崩れたことによると I. 

思われるが，その結果局地的に被平等が頻発して収穫が壊

滅状態になるケースが少なくなくなった。

もう一つの理由は新品種が自然災害を受け易いことで

ある。元来東南アジアの稲作は半年毎に雨期と乾期が交

替するモンスーン気候を利用して行なわれ，雨期の到来

研究ノート 「

と共に水田を起こして作付けし，雨期明けを待って収穫

するのが一般的であった。したがって，そうした栽培ノf

ターンに適合した感光性の強い，成育期間150日から180

日の晩生種が在来品種の中で支配的であった。ところが

高収量新品種は成育期間1凹～120日の非感光性早生種で

あるために，雨期にこれを栽培するとその途中ですでに

出穂，登熟期を迎えることになる。雨期の途中といえば

いまだ‘豪雨による洪水あるいは台風に見舞われることが

多いが，その結果自然災害による減収等被害が続出する。

調査村でもまた州全体をみても，こうして病虫害，自

然災害による被害続出の結果，局地的に高収量実現がみ

られても地域全体の平均はやはり大きく押し下げられる

し，収量の年変動がかなり激しくなる。かくして新品種

栽培が普及し経費支出が著しく増大したにも拘らず，手

間取りとして農家の手許に残る部分は以前と比べて減少

するとも増えてはいないという結果になった。この村の

収量水準が第2図に示された州平均にきわめて近いとい

うことは，少なくとも州内非港j陵地域に関するかぎり新

品穏導入後の農民所得変化がこの調盗事例とかなり類似

したものであろうとの類推を可能にしてくれるように思

われる。

第2図 ヌエノミ・エシハ州における籾米収量変化：

1965～1978年度

{I 

量l t 
3. 
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〈浅 1) ここで第6表の分益小作地欄を除外したの

はそれら経費が小作地文貸人との間で折半負担されて

いため第7表との比較が不適切と考えられるからであ

る。

（注2) 農業天然資源省農業経済局カパナトヮアン

事務所でえた州全体の収量データより推定。

（注3) 詳しくは IRRI,Annual Report for 1976, 

Los Baftos, pp. 277-290参照。

ill 農民生活の変化

「緑の革命jの進展につれて農家手間取りがむしろ減

少するとも増えていないとなれば，過去数年間における

との村の農民の生活改善にほとんど見るべきものがない

のは当然であろう。逆にこの間明らかに悪化したとみら

れる側面さえ散見される。

1. 翼民負債の累積

まず最初に農民負債の著しい累積を指摘することがで

きる。穏作経営における農家手間取りが収穫の 1割とい

うのはおよそ正常ではないが，それが調査村での現実と

すれば負債累積は大いに予想されるところである。

現在寺点でこの村の農民がもっ最大の負債は地主に対す

る延滞小作料である。差商己人と農民からの情報をつき合

わせると現在延滞小作料はヘクタール当り平均30～40カ

パンと推定されるから，村全体ではざっと8000カパンに

なる。小作制度が定額制であるこのハシエンダでは一定

程度の延滞小作料は古くから存在した。 1965年の記録に

よると，この村の小作料延滞分は同年に1000カパン前後

と推定されるから，現在のそれは当時の8倍という強大

な壁になるo しかもこれが1972年から76年までの5年聞

に累積したといわれるから全く鴛きというほかない。小

作入に対して絶大なカを誇る地主制のもとで，なぜこう

も忽速かつ鬼大な延滞小作料累積が起こったのであろ

うか。

これにはこつの要因が考えられる。一つは1972年の農

地改革令に関係するものであった。つまり，地主は同改

革令に対抗して一方で小作地とともに宅地，農道，水利

施設の雨時翼譲りを農民につきつけ，他方で延滞小作料

の即時支払いを要求した。もちろんこれは農民の同意で

きるところではなかったが，地主としても戒厳令下でこ

れを強行するわけにはいかなかった。しかし，地主にと

づてみれば小作料延滞分は小作地の処斑と不可分の関係

にあるから，これが増加するのは対農地改革戦略として

36 

むしろ好ましいと考えたであろう。ために地主は，以来

小作料取立てを決して強行しなかったのである。

いま一つには新品種普及に伴い農家手間取りが減少し

たという事実に関係する。手間取り縮小は当然農家の家

計を圧迫し，負債の慈循環を一段と促進した。そうした

事態が進行する過程で地主の小作料取立てが従来のよう

に厳しくなくなったのを幸いに，多くの農家は小作料支

払いを一部もしくは全面怠納するようになった。こうし

て農民の小作料延滞分はここ 4～5年の聞に雪だるま式

に累積したと考えられる。

小作料延滞分についで大きい負債は，マサガナ・ロー

ン未返済分である。同融資貸付開始以来78年度までのこ

の村の農民の借入れ総額は約38万ペソにのぼるが，うち

返済できたのは約18万ペソ，つまり返済不約47%である

（第5表参照〕。したがって未返済額は207iぺソ，すでに

利息分も相当重んでいると考えられるからそれらを加え

て籾米に換算すると5000カパン分に相当する。

小作料延滞分とマサガナ・ローン未返済分を合わせる

とこの村の負債額はすでに年間総収穫量を越えるという

強大な額になるが，総額はまだこれだけでは終わらない。

耕転機および濯概ポンプ購入資金の年賦償還額は農家当

り800～1200ペソであるが，近年では比較的作柄が良か

った78年度雨期作後の支払においても， 100～200ぺソの

部分支払で金額支払いはみられなかったという状況であ

るから，この年賦償還滞り分がすでに相当額に達してい

るとみられる。さらに村内には農村銀行からの水牛ロー

ン，育牛ローンを受けている者が一部にみられるが，そ

の返済も多くは期限切れのままである。また，大方の農

家が最寄りの町の商人，高利貸から様々な目的の借金を

していることはいうまでもない。

したがって，これら各種負債を合わせると村の負債額

累計が相当規模に達することは容易に想像される。もち

ろん1970年当時すでに農民負債は深刻な状態にあった

が，昨今のそれは規模に関するかぎり当時を数段上回る

といって過言ではない。ただし，農民負債をめぐる状況が

当時と今とでは大きく変わっていることも確かである。

たとえば，以前の負債は主に地主，商人，高利貸といっ

た非制度的信用源からであったために，一般に私的関係

の律するところであったが，昨今のそれは主として制度

的金融機関からのものであって債権者と債務者の問には

常に公的関係が介在する。マサガナ・ローン未返済問題

はフィリピン全体に共通する問題で，その処理は政府の

社会政策マターとなってる。延滞小作料の問題も農地改
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革が実施中の現在，地主がこれを私的には処理しえない

性格をもつようになったと考えられる。この点の違い

が，実は70年当時の負債規模に比べて数段も上回る累積

負債をもちながらなお農民が農民として生活を続けるこ

とができる理由であろう。

2. 衣食住にみられる変化

農民の累積負債が進行する反面で，一見生活改善を思

わせるような変化もないではない。木材，ハロー・ブロ

ック， トタン等を使った硬質建材家屋が70年当時の20戸

足らずから44戸に増えたこと，ごく一部であるが炊事用

の石油ストープが村に入ったこと， トライシクノレ営業用

以外のオートパイが3台みられること等がそれである。

さきにみた耕転機，濯蹴ポンプ導入も農家の資産増とみ

ればここに加えることができるかも知れない。また，若

者の関で晴着が派手になったこと，通学途上の学童のな

かに素足のものがほとんどみかけられなくなったことも

確かである。

ただここで注意しなければならないのは，これらを見

かけどおり生活改善の一部と理解するには問題があると

思われる点である。確かに硬質建材家屋はフィリピン農

村地帯で従来富裕のシンボルであった。竹やニッパ等伝

統的主主材が豊富であった頃には，硬質建材は相対的に著

しくi荷価で一般の零細農民の容易に入手できるものでは

なかったからである。ところで，竹やニッパは農村生活

における用途が広範であるが，人為的栽培は行なわれて

いないために最近では漸次稀少資源化し，建材用に入手

するのがむつかしくなっている。これに対して硬質建材

の方は，絞近ではどんな国舎町にも業者がいて容易に入

手できるようになった。農家が家屋の新築，増改築にあ

たって硬質建材を使うようになったのはそのためであっ

て，必ずしも富裕になったからではなU、。事実，硬質建

材を使って新たに増改築された家屋でも以前と比べてス

ペースが小さくなったものが少なくないし，中に入って

観察されるのは家財道具らしきもの何一つないガランと

した土問である。

炊事用石油ストーブについても同様のことがいえる。

かつて屋敷周辺または附近の林野で容易に入手出来た薪

炭採集が最近では漸次困難になりつつあるという事情の

反映である。

耕転機，濯i俊ポンプ導入も，さきに述ぺたように購入

資金は全i倒的に政府融資依存であり，償還期聞は耐用年

数に等しい8～9年，しかも年々の償還自体が大いに滞

っているとすれば，これら台数増加も一般に言われるよ

研究ノート一一品一

うな農家資産増とはとてもみられまい。

3台のオートパイについては事情がやや異なる。とい

うのは，これらはいづれも学校教師と政府役人になった

農家の子弟が勤め先きのローンを利用して最近購入した

ものだからである。

食生活内容にもほとんど改善の跡はみられない。副食

は相も変わらず家敷地周辺で採れる野菜，木の芽，花実

の料理が中心で肉類が出るのは稀である。最近変わった

といえば，以前から農民の主主要主任自源としてよく食卓を

賑わした各種淡水魚，蛙の料理が滅多にみられなくなっ

たことであろう。それというのは，近年の農薬大量使用

が原因でかつて水岡，港草E溝に豊富に棲息した淡水魚，

蛙がめっきり減ったからである。これらを食卓に供しよ

うとすれば，最寄りの田舎町まで出て買わなければなら

ない。牛肉，豚肉といった蛋白食品を祭り等特別の機会

以外に食べることのない農民にとって，淡水魚摂取の頻

度が減ったことは蛋白源摂取量の減少であり，その意味

では明らかに食生活内容の悪化といえる。

3. 農民の耕作放棄

ここ 2～3年前から調査村一帯で起こっている事態は

注目に値する。一部農民による耕作放棄という事実がそ

れである。との村での事例はわずか2件と少ないが，農

民からの情報では調査村の北隣りの村およびその北東部

に位置する村々では相当数の事例がみられるということ

である。

農民の耕作放棄の理由は，いづれも営農資金不足，稲

作のリスクが大きすぎる，というものであった。識にも

っともな理由である。新品種普及が進んだ昨今の稲作経

営は，一定の資金なくしては作付けを開始することもむ

つかしい。よしんば作付けできたとしても，肥料，農業

購入からその他経費をどう賄うかが問題である。そうし

て，多額の資金を投入した後に必ず収穫を手にできると

いう保障はどこにもない。台風一つが通過すればそれま

でである。

耕作放棄の事実は差配人からも確認した点である。地

域的にはハシニ巳ンダ内北東部一帯で広くみられるようで

あるが，この辺りは地形的に北東から南西に向つての緩

やかな傾斜をもつために元来水掛りが悪く，しかも小さ

な起伏があって水固としては劣等地である。したがって，

耕作放棄をした農民というのは大体とれら劣等地の耕作

農民であるとみられるが，見方を変えればこれは限界地，

限界農の切り拾てである。農民にとっては，きわめて憂

慮すべき事態といって過言ではあるまい。
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IV ［緑の革命Jの受益者

「緑の革命」により農民の状態は部分的に怒化こそす

れ改善された跡は何らみられなし、とすると， d 体「緑の

革命」による利益を独占したのは誰れかという疑問が~＇'i

然出てくる。これに答えるためには，何よりもまず，村

の収穫物分配構造の変化を検3・,tするのが肝婆であろう。

1. 地主取り分の激減

~9表はささほどの稲作生産経費推計にもとづいて土

地，労働，資本，経営の各生産要素提供者泊IJにそれそ，・h

取り分を集計したものである。これからも明らかのよう

に， 1970年度と78{f・1支の収穫物分配構造にはかなり大き

な：変化が認められる。

まず，全収穫に対する取り分比率が著しく低下したの

は差是民と地主のそれであった。前者につし、てはさきにみ

た農家手間取り減から当然予想されたことであるが，こ

こで注目しなければならないのは後者，つまり地主の場

合であろう。

7G来土地は， :)j(・作害事：在来農業において最も量主要な生熊

手段であり，ためにそれを所有する地主は農民に土地を

貸与するだけで刈分小作にみられるような高率小作料を

収受してきた。それのみか地主は通常小作人の生活苦に

つけ込んで現金あるいは現物を貸付け高利を取り立て

た。その結果農民の収穫物に対ナる地と取り分は4寄1］前

後に途ナるのが普通であった（注I）。つまり，地主こそは

文字通り農民の燥大の収作者であった。

この調盗村の場合も従来その例外ではなかった。第 9

漢によると1970年度の地主取り分は31,-1］となっている

が，これは一つには本来地主に帰胤ナるはずの部分が集

計上農民取り分に問っていることによる。つまり，差配

人に対する小作料減額部分および各種サービス費免除部

分は，本来地主が一旦これを徴集して後に差配人に対し

報酬として支払ったと考える，－.：＇.きであるが，第 6表にお

いて幾氏の実費を集計したためにこれが当初から農民取

り分に回ってしまう紡巣になった。いま一つは， 70年度

にはすでにこの村でも「緑の革命Jが始まっていて肥料

尚人，金融機関のl絞り分が分配構造の中に入ってきてい

たことである。ここでかりに60年代lや楽の収穫物分配を

1，，］じ手法で集JI・したとしたら，地主取り分が似獲の4¥1/1] 

｜狗後を占めていたであろうことは容易に惣像される。

その地主取り分が78年度にはわずか15%にまで低下し

た。この斑肉は，第 1に地主が72年のt基地改厳令以降各
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種サービスを停止したため小作料以外の地主徴集分がな

くなったこと，第2には小作料が定額であるために収量

改警に伴って収穫に対する小作料の比率が下ったこと，

に求められよう。このハシエンダでは，従来地主は，小

作料が定額出Jjであるにもかかわらず，収量改普があると

全く一方的に小作料引き上げを行なってきた。しかし，

戒厳令下でしかも農地改革実施中の現在それを行なうこ

とはできない。かくしてとと数年の間に収穫物に対する

取り分比率を大幅に減じてしまったのであるの

2. 「衡業エリート」の取り分増加

これに対して取り分比率が上ったのは労働者と商人・

業者・金貸，および金融機関であった。労働者の場台，

その取り分比率の変化は2～3%と微細でしかなく，し

たがって増加を強調するよりむしろあまり変化がなかっ

たと見るべきであろう。他方，後者の；場合は70年度から

7持年度にかけての取り分比率tの変化が目覚ましい。

ここで尚人・業者・金貸しというのは，肥料，農薬，

種子，ガソリン，重油といった農業投入資材を取扱う尚

人であり，かつまたトラクター，脱穀機等大型農業機械

を所有して耕転，脱穀，運搬等の農作業を請負う業者の

ことで，同時に金貸しも行なうことがある。その場合は

文字通り三位制体であるが，より一般的には商人もしく

は請負業者でかつ金貸である場合であろう。通常悶合間I

の中心街か地方都市に在住し，出自的には在郷の中小地

主が多し、。また，金融機関というのは具体的には政府の

対農民融資窓Uである農村銀行，フィリピン国立銀行，

それに開発銀行である。農村銀行は周知のごとく在郷地

主の出資による氏問機関であるのに対して，後者は政府

の機関である。とはいっても閤立銀行なり開発銀行が人

脈的にみて地主につながりをもっていることはいうまで

もない。

このようにみてくると，ここでいう商人・業者・金貸，

および金融機関は系譜的には大体地主であるが，機能的

には商業，金融業であるととがわかる。したがうてここ

でかりにこれらを「商業エリートJという言葉で一括総

干ホナることにしよう（注2）。

調査村の収穫における「商業エリート」取得分は「緑

の厳命」開始直後の70年度に19%であった。新品犠普及

が徹底したH年後にはそれが突に54%に哨加している。

つまり村の金収穫盆の半分以上はこうして「陶業エリー

ト」が取得するようになった。これこそは，とりもなお

さず， 「商業エリー卜Jが「緑の革命」の段大の受益者

であることを如実に物語ゥている以外の｛りものでもある
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第 P義収護物分配構造の変化

農家数（戸）
｛乍付面禁（ha)
ヘクタール主主叙量

1970年度（A)
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（単位：カパン〉

1978年度（鴎

98 
206.4 262.8 
40.5 48.0 

ヘクターノレ当施肥量 （袋）
収 饗量

2.6 
8,358.0(100.0) 

4.5 
12,611.0(100.0) 

分 配 先 盟 ！J
農 民日
労働者白
地 主的
商人・業者・金貸的
金融機関町

3,239.1( 38.7) 
1,061.4( 12.7) 
2,469.8( 29.6) 
1,286.1 ( 15.4) 

1,965.1 ( 15.6) 
1,946.1( 15.4) 
1,915.6 ( 15. 2) 
5,292.5( 42.0) 
1,491.8( 11.8) 301.6( 3.0) 

（注〉 1）農民取り分 （刈＝b十£（水牛）＋q

(B)=,Yib+e（港紙ポンプ賃借料） ＋£（耕転機）＋q

2）労働者取り分 (A)=g十h+i+i+%n

(B)=g十h+i+i+Yin

3）地主取り分 (A)==e十k+Ysn十p

(B)==p 

4）商人・業者・金貸取り分 (A)=c+d十f(トラクター）十l十Yim
(B)= ,Yib+c十d+e（重油） ＋£（トラクター） +k+J（トラック） +m（ーマサガナ

・ローン） +Yin 

5）金融機関取り分 (A)=Yim 

(B)=m（マサガナ・ローン）＋。

（各取り分掌定式のプノレフアベット小文字は第6, 7 手受の注記に使ったものを指す）。

まい。

（注 1) Rivera, G. F. & M. T. McMillan, An 

Economic and Social Survey of Rural Households 

in Centrel Luzon (Cooperative Research Project 

of the Philippine Council for United States Aids 

and U. S. A. Operation Mission to the Philippines), 

恥fanila,1954，’fable 12, p. 68. 

（注2) この「商業エリート」の一つの典型は調査

村のある町の農村銀行所有者の場合であろう。同銀行

所有者は， －）jで頭取として直接銀行運営に携わり政

府融資を農民に流すかたわら，他方で別途会社を輿し

肥料，農薬販売からトラクターおよび脱穀機に上る農

作業請負まで手がけている。これは「緑の革命」で潤

沢となった農民融資を総実に吸収するもっとも矧，主私的

経営といえよう。

むすびにかえて

一一「緑の革命」の意味一一

以上中部ルソンの 1村落事例を中心に「緑の箪命」と

農民の関連をみてきた。たしかに，最初に指摘した事例

村落の特殊事情あるいは事例の取扱い方等の制約を受け

て，問題の現われ方に多少不必婆な濃淡が入ったことは

認めうるが，にもかかわらずそこに中部ルソンはもとよ

りフィリピン全体の動勢と深い脈絡をもっー断面が認め

られることもまた確かである。この事例調査で， 「緑の

革命」の受益者が地代収受者としての地主でもなければ

また農民でもなく，主として「商業エリート」であった

ことがさきに確認されたが，この点はなにもこの村に限

って認められる特殊事情ではあるまい。夜来農法のもと

ではみられなかった「商業エリート」取り分が農民の収

穫物分配構造のなかに新たに登場したのは，「緑の革命」

により肥料，農薬使用が普及し農作業の機械カ依存が高
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まった結果だからである。したがって，新品種栽培が行

なわれている地域ならどこでも事情は多かれ少なかれ類

似しているはずである。もっとも収穫に対する「商業エ

リートJ取り分比率があくまでも収量の函数であること

はいうまでもないが，新技術導入後の収量改善が一般に

様々の理由から当初の予想を大きく下回っている現状で

は，その比率はどこでも決して低くはあるまい。

そこで最後に，この点に焦点を当てながら，農民側か

らみて「緑の革命」は何であったかについて若干考察し

ておこう。

第1点i土，農民にとって「緑の革命」はいわば収奪者

の交替をもたらすものであったという点であろう。伝統

的在来農法のもとで農民の最大の収奪者は，土地を所有

する地主であった。しかし「緑の革命」により生産要素

としての土地の重要性は漸次低下し，代って資本の比重

が高まってきたことは周知のとおりである。その結果，

戒厳令下で目下実施中の農地改革の影響も加わって，農

民の収穫物に対する地主取り分比率は全般的に低下した

と考えられる。とれに対して営農資金を貸付け，肥料，

農薬等近代的投入資財を供給する「商業エリートJ層が

新たに登場，最近ではその比重がかなり高まってきたよ

うに観察される。

なお，この交替は過去数年間何ら車L擦を生むことなく

スムーズに進んだ。それは，新たに登場した「商業エリ

ートJが実は系譜的に地主の転身であったからと考えら

れる。 「緑の革命Jによってもたらされた新たな情況を

目敏く見てとった-i部地主は，農地改革に頑強に抵抗し

て地主にとどまるよりも，「商業エリート」に転身し形態

を変えて農民収奪を続ければ、よかったわけである（注1）。

この道が用意されていたために，農地改革による小作料

定額化に伴い全面的に農民に帰属するようになった収穫

増収分を，官憲等を利用した露骨な手段で地主の手に取

りもどす必要はなかったわけであろう。地主制の強固な

フィリピンで新品種普及が意外とスムーズに進んだ一つ

の理由でもあると考えられる。

第2に， f緑の革命」は「商業エリートJの収響を通

じて農民を直接外国資本の市場につなげるものであった

といえそうである。調査村の事例では農民の収穫物の半

分以上が「商業エリート」によって持ち去られることに

なるが，これは全て「荷業エリート」に帰属するもので

はない。 「尚業エリート」の利潤はあくまで商品売買に

よって実現される商業利潤と一部資本利子である。した

が，＿.，て，その取得分の中の大きな部分は，彼らの取扱う
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商品，具体的には農業投入資財の供給先に対して支払わ

れると考えられる。その主たる供給先が実は外国の農業

関連産業であることはいうまでもない。その意味で農民

が外国資本の市場に組み込まれたとみていいであろう。

第3に， 「緑の革命」は農民の稲作経営の商業化であ

った。それは停滞久しかった稲作生産力突破の技術的可

能性を示すものであったことは確かであり，したがって

技術受容条件あるいは天候に恵まれた地域の一部農民に

所得増大，生活改善をもたらしたことも事実であろう。

しかし，そうでない多くの農民にとっては，稲作経営，

ひいては生活基盤全体を著しく不安定にした。政府融資

（マサガナ・ローン〉のおかげで零細農民までも新品種

栽培が可能となったわけであるが，毎年繰返す病虫害，

自然災害による減収のなかで十分な高収量実現はむつか

しく，結局農民負債の著しい累積を導く結果になった。

農民の耕作放棄はその一つの結末であろう。調査の過程

で農民が， 111：今の稲作経営は「あたかも賭博のようだ」

といったのはいかにも印象的であった。

こうしたなかで「尚業エリート」は，マサガナ・ロー

ンにより潤沢となった農民の問の経営資金を確実にわが

ものにしているのである。

CB, 1〕 もちろん米作地帯の地主が全て「商業エり

ート」に転身したわけではない。これらの多くは，主

として在郷の中小地主であったとみられる。これに対

して大地主の方は，もともと大都市に基盤をおきそこ

での商業，その他の分野で活躍する者が多かった。

（調主主研究部主任調査研究員〕
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